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支
援
委
員
会
を
巡
る
一
連
の
経
緯
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
務
省
の
Ｈ
Ｐ
に
は
、
二
〇
〇
三
年
六
月
付
で
「
支
援
委
員
会
廃
止
と
新
た
な
対
露
・
北
方
四
島
住
民
支
援
の
あ
り
方
」

と
題
す
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
一
�
支
援
委
員
会
の
廃
止
」
以
下
に
、
「
我
が
国
は
平
成
五
年
以
降
、

支
援
委
員
会
（
注
一
）
を
通
じ
ロ
シ
ア
や
北
方
四
島
住
民
な
ど
に
対
し
て
様
々
な
支
援
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
十

四
年
初
め
よ
り
同
委
員
会
の
あ
り
方
や
支
援
事
業
の
実
施
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
、
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
平
成
十
四
年
四
月
に
は
外
部
有
識
者
か
ら
な
る
支
援
委
員
会
改
革
の
た
め
の
専
門
家
会
議
よ
り
、
支
援
委
員

会
を
廃
止
す
べ
き
旨
の
提
言
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
（
中
略
）
そ
の
結
果
、
四
月
十
八
日
を
も
っ
て
支
援
委
員
会
設
置
協
定
が

終
了
し
、
支
援
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
支
援
委
員
会
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
発
生

し
、
同
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
に
つ
き
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
〇
〇
年
一
月
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ゴ
ロ
デ
ツ
キ
ー
テ
ル
ア
ビ
ブ
大
学
教
授
夫
妻
を
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
我
が
国
へ
招
待
す

る
際
に
、
ま
た
同
年
四
月
、
同
大
学
主
催
の
国
際
学
会
に
出
席
す
る
、
我
が
国
の
ロ
シ
ア
専
門
家
は
じ
め
関
係
有
識
者
を
イ

ス
ラ
エ
ル
へ
派
遣
す
る
際
に
、
支
援
委
員
会
の
予
算
が
使
わ
れ
た
こ
と
が
罪
に
問
わ
れ
、
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
、
公
判
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
外
務
省
職
員
が
い
た
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

一



三

二
の
件
に
関
し
、
当
時
外
務
省
で
そ
れ
ぞ
れ
の
費
用
を
支
援
委
員
会
か
ら
捻
出
す
る
こ
と
を
了
と
し
た
決
裁
書
に
サ
イ
ン

を
し
た
幹
部
職
員
が
い
る
と
承
知
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
者
の
氏
名
を
当
時
の
官
職
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

本
年
十
月
二
十
六
日
付
東
京
新
聞
に
「
本
音
の
コ
ラ
ム

ロ
シ
ア
課
長
の
奇
妙
な
発
言
」
と
題
す
る
、
元
外
務
省
国
際
情

報
局
主
任
分
析
官
の
佐
藤
優
氏
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
全
文
を
引
用
す
る
。

「
ク
レ
ム
リ
ン
（
露
大
統
領
府
）
の
対
日
政
策
に
影
響
を
与
え
る
ロ
シ
ア
要
人
に
対
し
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
理
事

長
兼
所
長
の
野
上
義
二
氏
（
元
外
務
次
官
）
、
外
務
省
の
宇
山
秀
樹
ロ
シ
ア
課
長
が
、
奇
妙
な
情
報
を
流
し
た
。

十
八
日
夜
の
会
食
の
席
で
、
野
上
氏
が
ロ
シ
ア
要
人
に
『
私
は
十
年
前
の
鈴
木
宗
男
事
件
に
つ
い
て
細
部
ま
で
よ
く

知
っ
て
い
る
』
と
前
置
き
し
た
上
で
、
『
（
二
〇
〇
一
年
三
月
の
）
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
日
露
首
脳
会
談
に
向
け
て
鈴
木
宗
男

は
、
権
限
も
な
い
の
に
外
務
省
の
枠
を
越
え
て
勝
手
な
こ
と
を
行
っ
た
』
『
佐
藤
優
が
逮
捕
さ
れ
外
務
省
か
ら
排
除
さ
れ

た
の
は
、
北
方
領
土
交
渉
を
め
ぐ
る
路
線
の
問
題
で
は
な
く
外
務
省
の
行
政
規
則
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
か
ら
だ
』
と

述
べ
た
と
い
う
。
同
席
し
た
宇
山
氏
も
『
野
上
所
長
の
言
う
通
り
で
す
。
真
実
は
今
、
野
上
所
長
の
述
べ
た
通
り
で
す
』

と
何
度
も
賛
意
を
示
し
た
そ
う
だ
。

筆
者
は
、
テ
ル
ア
ビ
ブ
で
行
わ
れ
た
国
際
学
会
の
経
費
を
支
援
委
員
会
か
ら
支
出
し
た
事
案
が
背
任
に
問
わ
れ
た
が
、

二



当
時
こ
の
支
援
委
員
会
を
主
管
す
る
ロ
シ
ア
支
援
室
の
首
席
事
務
官
は
宇
山
氏
だ
っ
た
。
宇
山
氏
は
連
帯
し
て
責
任
を
負

う
立
場
に
あ
る
。
筆
者
は
刑
事
裁
判
で
有
罪
が
確
定
し
た
が
、
外
務
省
か
ら
は
処
分
さ
れ
ず
、
自
然
失
職
に
な
っ
た
。
外

務
省
は
本
件
を
行
政
規
律
へ
の
違
反
と
考
え
た
な
ら
ば
筆
者
を
懲
戒
処
分
に
し
た
は
ず
だ
。
現
職
ロ
シ
ア
課
長
の
宇
山
氏

が
何
を
意
図
し
て
露
要
人
に
こ
の
よ
う
な
誤
情
報
を
伝
え
た
の
か
。
理
解
に
苦
し
む
。
」

右
の
文
章
（
以
下
、
「
佐
藤
コ
ラ
ム
」
と
す
る
。
）
を
外
務
省
と
し
て
承
知
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

五

「
佐
藤
コ
ラ
ム
」
に
あ
る
よ
う
に
、
外
務
省
欧
州
局
の
宇
山
秀
樹
ロ
シ
ア
課
長
も
、
同
局
ロ
シ
ア
支
援
室
の
首
席
事
務
官

と
し
て
、
三
の
決
裁
書
に
サ
イ
ン
し
た
者
の
一
人
に
含
ま
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

六

外
務
省
に
は
文
書
管
理
に
係
る
も
の
を
は
じ
め
、
様
々
な
行
政
規
則
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
そ
の
概
要
を
説
明
さ
れ
た

い
。

七

過
去
に
六
の
規
則
に
違
反
し
て
処
分
を
受
け
た
外
務
省
職
員
は
い
る
か
。

八

七
で
、
い
る
の
な
ら
、
そ
の
者
の
官
職
氏
名
並
び
に
具
体
的
な
違
反
内
容
、
時
期
、
並
び
に
そ
の
者
に
下
さ
れ
た
処
分
の

内
容
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
さ
れ
た
い
。
特
に
そ
の
中
で
、
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、
刑
事
被
告
人
と
な
っ
た
者
が
い
る
か
否

か
も
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



九

「
佐
藤
コ
ラ
ム
」
に
は
、
野
上
元
事
務
次
官
が
、
か
つ
て
外
務
省
主
任
分
析
官
を
務
め
た
佐
藤
優
氏
に
つ
き
、
同
氏
が
六

の
規
則
に
違
反
し
た
旨
の
発
言
を
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
宇
山
課
長
も
同
意
を
し
た
旨
書
か
れ
て
い
る
。
過
去
に
佐
藤
氏
が
、

そ
の
よ
う
な
所
業
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。
外
務
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

十

支
援
委
員
会
を
通
じ
、
政
府
は
か
つ
て
北
方
四
島
の
国
後
島
へ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
供
与
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
承
知

す
る
が
、
右
が
決
め
ら
れ
た
経
緯
に
つ
き
説
明
さ
れ
た
い
。

十
一

十
の
件
を
了
と
す
る
決
裁
書
に
サ
イ
ン
し
た
外
務
省
の
幹
部
職
員
が
い
る
と
承
知
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
者
の
氏
名
を
当

時
の
官
職
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
二

十
一
の
中
に
、
当
時
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
支
援
室
首
席
事
務
官
で
あ
っ
た
宇
山
課
長
も
含
ま
れ
て
い
る
と
承
知
す
る

が
、
確
認
を
求
め
る
。

十
三

二
と
十
の
件
で
、
佐
藤
氏
は
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、
刑
事
被
告
人
と
さ
れ
た
が
、
宇
山
課
長
を
含
め
三
と
十
一
の
者
の
中

に
は
、
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
ず
、
外
務
省
内
規
に
基
づ
く
処
分
等
も
受
け
て
い
な
い
者
が
い
る
と
承
知
す
る
が
、
右
は
公
平
、

公
正
で
あ
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

十
四

逮
捕
者
、
刑
事
被
告
人
を
出
し
た
二
と
十
の
件
に
関
し
、
そ
れ
ら
を
了
と
す
る
決
裁
書
に
サ
イ
ン
を
し
た
宇
山
課
長

四



が
、
現
在
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
の
任
に
就
い
て
い
る
こ
と
は
適
切
か
。
右
は
妥
当
な
人
事
と
言
え
る
か
。
外
務
省
の

見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

五


